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３ 議事

１ 校区コミュニティ組織との協働の推進について

（1）校区コミュニティ組織と市の協働推進について

【現状及び課題】

市は、協働のまちづくりの観点から、校区コミュニティ組織と連携協力して「まちづく

り」を進めている。

しかしながら、市職員の協働に関する共通認識が十分でなく、市と校区コミュニティ組

織との情報や課題の共有化が不十分である。また、全市的な情報や課題は、市から久留米

市校区まちづくり連絡協議会を通じて校区コミュニティ組織へ提供するなどしているが、

市は、校区コミュニティ組織からの十分な情報収集ができていない。

このように、情報や課題の共有化が十分でないまま、市は、校区コミュニティ組織に連

携協力を求めている状況であるので、校区コミュニティ組織と市が、相互に協働によるま

ちづくりについて理解を深め、良好で対等な関係や、共通認識化のための仕組みを構築す

る必要がある。

また、市は、校区コミュニティ組織や自治会、各種住民団体など地域コミュニティ組織

の大切さと、地域コミュニティ組織との連携協力がなくては市の多くの業務が成り立たな

いということを全職員が理解するとともに、各校区に出向いて実態把握に努めるなど、

「行動する職員」を育成していく必要がある。

（２）校区コミュニティ組織の活性化及び協働の推進について【諮問事項】

①中間答申（確認）について



【答申】

○自治会の組織強化

校区コミュニティ組織の基盤は、自治会である。

校区コミュニティ組織においては、活動に関する情報の積極的な発信を行うなど、

自治会の組織強化に向けた取組みを継続して支援する必要がある。

市においては、校区コミュニティ組織や自治会の役員の高齢化や担い手不足が進ん

でいること、社会情勢の変化や価値観の多様化により自治会加入促進活動が困難にな

っていることなど、地域の現状を十分に把握する必要がある。

○校区コミュニティ組織との情報交換の場

協働によるまちづくりを進めるためには、校区コミュニティ組織においては、今日

的な共通課題などの情報を活用し、校区の特色にあった地域づくりを主体的に進める

必要がある。

市においては、様々な地域課題の情報とその解決に向けた行政施策については、校

区コミュニティ組織が十分に理解することができるよう、各校区コミュニティ組織と

の情報交換の場の創出に努められたい。

○校区まちづくり連絡協議会の役割

今後、各校区コミュニティ組織と市が協働のまちづくりを進めるにあたっては、市

内すべての校区コミュニティ組織の共通課題の解決を目的とする久留米市校区まちづ

くり連絡協議会が果たす役割がますます重要となっていく。

そのため、当該連絡協議会は、各校区コミュニティ組織間の情報交換や共通課題の

研究に今後も積極的、継続的に取り組むとともに、各校区コミュニティ組織内におい

て市との協働に関する情報が積極的に発信され、十分共有化され、校区全体が活性化

するよう取り組む必要がある。

市においては、当該連絡協議会からの情報が担当部局から各部局に行き渡るような

施策を講じられたい。

○市職員の地域活動参加

市職員の協働のまちづくりに関する認識を向上させるためには、地域活動を通じて

地域の課題に直接接することが有効である。市は、職員が地域住民の一員として積極

的に地域活動に参加することとなる研修や参加促進につながる取組みを推進された

い。



１ 校区コミュニティ組織との協働の推進について

（2）校区コミュニティ組織と市民公益活動団体の協働推進について

【現状及び課題】

校区コミュニティ組織と市民公益活動団体は、いずれも「ひとづくり」と「まちづく

り」等の活動を通じて主体的な取り組みを行っている。

校区コミュニティ組織や自治会をはじめとする地域コミュニティ組織も市民公益活動団

体も、住民の快適で幸福な生活を望み、それぞれに｢住みよい地域社会づくり｣の実現を目

指している。

このように、地域社会の各構成員が、その目的に沿って主体的に自らの活動をすすめる

とともに、適切な役割分担のもとで、各団体が抱える課題、不足部分、機能などを相互に

補完しながら活動を行っていく状態が「まちづくり」の姿である。

しかしながら、校区コミュニティ組織と市民公益活動団体との間で、相互理解が不足し

ていると感じられる場面が見られるとともに、それぞれの活動においても、相互の日常的

な交流、情報及び課題の共有化、連携協力はいまだ活発化しているとは言いがたい。

そこで、市は、校区コミュニティ組織と市民公益活動団体とが協働事業を行うことによ

る利点や効果を認識してもらうとともに、それぞれの交流が活発化するための施策を検討

していく必要がある。



【答申】

○相互交流の機会と場

校区コミュニティ組織と市民公益活動団体との協働を進めるためには、互いを尊重

し、互いを理解することが重要である。

校区コミュニティ組織と市民公益活動団体は、それぞれが自発的に情報提供を行い、

お互いに情報交換を進めるなど、日常的な相互交流が必要である。そこで、各団体にお

いては、主体的に情報交換の場に参加し交流を深めるとともに、市においては、相互の

協力関係構築のために交流の機会と場の創出を進められたい。

○コーディネート機能

また、相互の関係構築のためには、コーディネート機能が重要な役割を果たすもので

ある。各団体においては、お互いに知り合い、相互連携のきっかけづくりができるよ

う、主体的にコーディネートを行えるような環境づくりに向けて検討を進められたい。

また、市においては協働推進によるメリットがより発揮できるよう、効果的なコーディ

ネート体制の構築が進むよう努められたい。

○協働の手引書

さらに、協働事業による互いのメリットや役割分担の重要性等を共有化することで、

事業への理解や取組みは促進されるものと考える。そこで、市においては、各団体が効

果的に協働事業に取り組めるよう、協働の進め方に関するわかりやすい手引書等につい

て、市民との協働により作成するとともに、校区コミュニティ組織、市民公益活動団体

をはじめとする様々な団体は、その活用を進められたい。

○支援施策

市は、校区コミュニティ組織と市民公益活動団体による協働事業が促進されるよう、

情報提供、人材育成、活動発表、補助金などの支援施策のさらなる充実を図るととも

に、やる気を応援するような活動への支援を検討されたい。



３ 議事

２ 校区コミュニティ組織の活性化について

（1）校区コミュニティ組織の機能強化について

【現状及び課題】

校区コミュニティ組織は、地域の課題解決や活性化のため各種事業を行っており、多く

の校区住民の理解と参加のもと、総合的なまちづくり活動を行うことをめざしている。ま

た、総合的なまちづくり活動を行うため、構成団体である自治会や各種住民団体が相互に

ネットワーク化に努めている。

総合的なまちづくり活動のいっそうの活性化のためには、校区ごとの課題などの情報を

集約・整理し、校区としての目標などまちづくりの方向性を示し、校区住民と共有化する

必要がある。

また、ネットワークの核である校区コミュニティ組織の役員会に、校区コミュニティ組

織の構成団体である自治会や各種住民団体から多くの参画を得るなど、校区のまちづくり

に関する情報や課題の共有化を進めるとともに、後継者育成に努める必要がある。

さらに、多様化・複雑化する課題への対応やいっそうの活性化を図るためには、校区コ

ミュニティ組織の事務局と各種住民団体との役割分担などを検討し、従来からの事業の効

率化を図り、新たな視点で課題解決や校区の特色ある事業に取り組む必要がある。

（３）校区コミュニティ組織の機能強化について［2-(1)］

①答申骨子（案）について



【答申骨子（案）】

○校区コミュニティ組織の位置付け

校区コミュニティ組織は、小学校区を基本単位として設置され、校区まちづくり活

動を組織的かつ継続的に行う組織である。校区内の住民や自治会、各種住民団体等に

より構成され、これらのネットワークにより総合的な分野で活性化や課題解決を図っ

ている。

これからの校区コミュニティ組織には、内部組織である部会や、自治会、各種住民

団体等構成団体間で、情報や課題の共有化など連携をいっそう強化することで一体感

を醸成し、校区の特色を活かしながら自立的に活性化や課題解決を図ることが望まれ

る。

○役員会の機能

校区コミュニティ組織の中核は、情報や課題を共有化し、方向性などを調整する役

員会である。

校区コミュニティ組織の役員会は、部会や構成団体から幅広い参画を得ながら、定

例的に情報や課題を共有化し、調整を行い、共通理解が進むよう部会や構成団体へ伝

達を行うなど、機能のさらなる充実を図られたい。

○事務局の業務分担

校区コミュニティ組織の事務局は、構成団体との連携、調整、支援を行いつつ、校

区コミュニティ組織としての一体性を図りながら業務を遂行することが役割である。

構成団体と校区コミュニティ組織事務局の業務上の関わり方は校区により異なる

が、校区コミュニティ組織は、事業の効率化を図り、新たな視点による課題解決や校

区の特色ある事業に取り組むことができるよう、事務局の業務分担のあり方を検討さ

れたい。

○校区まちづくり活動計画

校区コミュニティ組織が校区の特色を活かして活性化を図り、課題を着実に解決し

ていくためには、中期的展望をもって重点項目を選択し、年次的に到達目標を定め、

段階を踏みながら取り組むことが効果的かつ効率的である。

校区コミュニティ組織は、校区独自で現実的かつ中期的な「校区まちづくり活動計

画」を作成し、校区住民との中期的展望の共有化を図りながら活性化と課題解決に取

り組まれたい。



第 5 回審議会 補足資料 1

自治会等の位置付けについて

■ コミュニティとは【久留米市コミュニティ審議会答申書（平成 21 年 2 月）より】

同じ地域に住む人々がお互いに支えあいながら協力して、明るく、住みよい、安全で安心な地域社

会をつくっていこうとする地縁による団体であり、自発的・自律的な団体である。

■ 自治会とは

○ 地縁的結びつきから発生し相互扶助を行いながら、地域住民自身が定めた約束事によって運営さ

れてきた自主的・自立的な住民自治組織

【久留米市コミュニティ審議会答申書（平成 21 年 2 月）より】

○ 地域の自治を担う組織として基礎的かつ包括的な存在

【まちづくり活動の手引き（平成 22 年 3 月）より】

○ 校区コミュニティ組織の基盤をなす地縁に基づく団体

【まちづくり活動の手引き（平成 22 年 3 月）より】

○ 自治会活動の８つの代表的機能【まちづくり活動の手引き（平成 22 年 3 月）より】

① 親睦機能・・・・・・運動会、祭りなど

② 相互扶助機能・・・・地域ぐるみの子育て、青少年の健全育成、独居老人の世話など

③ 生活防衛的機能・・・防犯灯の維持管理、防犯、防災（防災組織の運営）、交通安全活動など

④ 環境整備機能・・・・河川や道路の清掃などの環境美化活動

⑤ 行政補完機能・・・・行政情報の伝達、公共事業の協力など

⑥ 要望・要求機能・・・行政等への陳情・要望など

⑦ 総合調整機能・・・・各種団体や住民相互の意見の調整など

⑧ 生涯学習機能・・・・各種サークルの育成、各種講座、勉強会の手配など

■ 自治会長とは【まちづくり活動の手引き（平成 22 年 3 月）参考】

○ 自治会の代表者であり、全体の責任者。地域のまとめ役として、他の役員や住民がそれぞれの立

場で十分力を発揮できる環境づくりを行い、「多くの人の関わりによって組織の活動を活発にして

いく」といった、重要な働きかけをすることが求められる。

○ 扇の要に位置し、上下関係ではなく「役割分担」を行う関係

役割

① 会を総括する責任者

② 対外的に会の意志を伝える代表者

③ 他の役員や住民が十分力を発揮できる環境づくり

④ 自治会内の様々な課題解決への全体的な指導及び助言



校区コミュニティ組織と構成団体

構成団体間のネットワーク
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安全・安心な校区まちづくり（小学校区の範囲）

市民一人ひとりが支える参画
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・校区コミュニティ組織は、校区内の自治会や各種住民団体をネットワーク化したものです。
・校区コミュニティセンターは、校区コミュニティ組織を構成する各種住民団体の活動拠点施設です。



３ 議事

２ 校区コミュニティ組織の活性化について

（2）行政支援のあり方について

【現状及び課題】

校区コミュニティ組織は、地域の課題解決や活性化に取り組んでおり、市は、その運営

や活動に対して支援を行っている。

しかしながら、市の財政的支援が行政目的別かつ団体別であり、対象経費は限定的であ

るため、校区コミュニティ組織は、新たな課題への対応など柔軟な取組みはできにくい。

また、校区により人口・世帯数や年齢構成、産業構造や地理的条件などが異なるととも

に、住民の価値観の多様化などが進むなか、校区ごとに重点的課題が異なっているので、

効率的かつ効果的な解決を図るためには、全市的に共通のものとして設計された市の支援

に工夫をこらす必要がある。

これからの校区コミュニティ組織には、校区の地域性や特色を活かしたまちづくりの方

向性にのっとり、さまざまな協働の主体との連携を図りながら、積極的に課題解決に取り

組んでいくことが求められる。

【提起】

小学校区ごとに人口・世帯数や地理的条件などが異なり、重点的課題は異なってい

るので、市は、校区コミュニティ組織が効率的かつ効果的に課題解決や活性化を図れ

るような取組みを検討する必要がある。

・市民活動に係る市の補助金の状況

・課題解決に取り組む校区コミュニティ組織等への重点的支援

（４）行政支援のあり方について［2-(2)］


